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令和５年度（2023 年度）越谷市集団指導資料の市ホームページへの掲載について（通知） 

 

 日ごろより、本市福祉行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、先日、本市で所管する介護保険サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等を対

象として、集団指導にかかるオンラインシステム（Zoom ミーティング）での講義を実施し

ました。 

 令和５年の集団指導は、当該講義への出席に加え、市ホームページ掲載中の資料を確認

し、電子申請にて「確認報告」を行っていただくことで「参加」とします。 

 また、オンラインシステム（Zoom ミーティング）の講義にやむを得ず出席できなかった

事業者には、市ホームページ掲載の当該資料を確認し、同様に電子申請で「確認報告」を行

っていただくことで「参加」されたものとみなします。 

なお、電子申請による「確認報告」がない場合は、集団指導不参加とみなし、優先的に実

地指導（指導監査）を実施します。 

 

記 

 

１ 集団指導資料の掲載場所 

  越谷市公式ホームページ 

 トップページ⇒福祉・健康⇒福祉⇒福祉政策、地域福祉(越谷市の計画関連) 

 ⇒社会福祉施設・福祉サービス事業所等の指導監査 

 ⇒【重要】令和５年度(2023 年度)集団指導(介護・障害サービス)の資料掲載のお知らせ 

  

〔集団指導資料 URL・QR コード〕 

http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/syakaihukusi/shidoukansa

/syuudannshidou.html 

 

 

 

 

（ 裏面に続く ） 

http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/syakaihukusi/shidoukansa


   

２ 確認する資料（別紙１参照） 

 ①集団指導資料 

 ②主な指導事項 

 ③埼玉労働局からのお知らせ 

 

３ 資料の確認報告について 

  資料を確認した後、令和５年(2023 年)８月３１日（木）までに、サービス種別（別紙

２参照）ごとに電子申請にて「確認報告」を行ってください。 

  ※当該報告は参加確認となりますので、必ず報告を行ってください。 

  ※電子申請は、下記の URL から検索又は ORコードの読み取りをしてください。 

  ※利用者登録せず申請してください。 

 

〔電子申請 URL・QR コード〕 

https://apply.e-tumo.jp/city-koshigaya-saitama-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=52174 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問い合わせ〕 

福祉部 福祉総務課 

電話：０４８－９６３－９２２４ 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-koshigaya-saitama-


令和5年度 集団指導の内容
次の3点について、 ご確認を お願いするも の

① 「 集団指導資料」

② 「 主な指導事項」

③ 「 埼玉労働局から のお知ら せ」

→いずれも 、 越谷市ホームページで公開中

（ Ｕ Ｒ Ｌ は、 5/31メ ールでお知ら せ済）

6月6日、 7日のオンラ イ ンシステム（ Zoomミ ーティ ング)当日資料(抜粋) 別紙１



【内容】介護・障害
関係のほかに、消防、
感染症関係等

【内容】実地指
導で指摘の多
かった事項

【内容】埼玉労働局
から、労働法関係に
ついて



この後の流れ

①・ 「 主な指導事項」 の講義

・ 事前に頂いた質問への回答

↓講義終了後

② 各自、 市Ｈ Ｐ から 、 その他の資料確認

↓すべて確認後

③ 電子申請により 完了報告

＊ 報告手順は、 6月中旬にお知ら せ。 8/31回答期限



事務連絡

◆ 「 欠席者向け録画配信」 について

→ 「 市Ｈ Ｐ 資料掲載のみ」 へ変更

◆ 「 R5 自主点検表」 について

→ 6月中旬に市Ｈ Ｐ 掲載予定

→ 毎年の点検を お願いし たい

（ 実地指導の有り ・ なし 、 に関係なく ）



   

〔対象サービス一覧〕 

 ※サービス種別（指定・確認）ごとに電子申請にて「確認報告」を行ってください。 

 ※介護予防サービス（総合事業を含む。）については、報告の必要はありません。 

  例 1）１つの事業所において、「居宅介護」と「重度訪問介護」の指定を受けている場

合は、2サービス分の報告（2 回の電子申請）が必要です。 

  例 2）１つの事業所において、「通所介護 A」と「通所介護 B」の指定を受けている場

合は、2サービス分の報告（2 回の電子申請）が必要です。 

  例 3）「介護老人福祉施設」において、「短期入所生活介護」の指定を受けている場合

は、併設型・空床利用型を問わず、2 サービス分の報告（2 回の電子申請）が必要

です。 

 ※「確認報告」がない場合は、集団指導不参加とみなし、優先的に実地指導（指導監査） 

を実施しますので、必ず指定サービス分の申請を行ってください。 

 

 

介護 

 通所介護 小規模多機能型居宅介護 

 地域密着型通所介護 特定施設入居者生活介護 

 認知症対応型通所介護 介護老人福祉施設 

 訪問介護 地域密着型介護老人福祉施設 

 訪問看護 短期入所生活介護 

 訪問入浴介護 介護老人保健施設（短期入所療養介護） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護 訪問リハビリテーション 

 福祉用具貸与 通所リハビリテーション 

 特定福祉用具販売 居宅介護支援 

 認知症対応型共同生活介護  

障がい者 

 居宅介護 生活訓練 

 重度訪問介護 障害者支援施設（施設入所支援及び生活介護等） 

 同行援護 共同生活援助 

 行動援護 短期入所 

 就労継続支援 A 型 計画相談支援 

 就労継続支援 B 型 地域移行支援 

 就労移行支援 地域定着支援 

 就労定着支援 自立生活援助 

 生活介護(通所)  

障がい児 

 障害児相談支援 放課後等デイサービス 

 児童発達支援 保育所等訪問支援 

別 紙２ 


